
 
 

 

年齢要件の比較 

 

公職選挙法【改正後】 

 

 （選挙権） 

第９条 日本国民で年齢満１８年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。 

２ 日本国民たる年齢満１８年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、そ

の属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 

３～５ （略） 

 

 

四国中央市住民投票条例 

 

(投票資格者) 

第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する年齢満18年

以上の者(第7条第1項に規定する投票資格者名簿が調製される日の属する年の翌年3月31日までに年

齢満18年に達する者を含む。)で、その者に係る本市の住民票が作成された日(他の市町村から本市

に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものにつ

いては、当該届出をした日)から引き続き3月以上本市の住民基本台帳に記録されているものとす

る。 

 

 

 

【例】11月 15日に選挙と住民投票があった場合の比較 

 

 

 

 

 

 

 

投票日 

11月 15日 

平成 9年 4月 2日生～11月 16日生 ５５７名 選挙 

住民投票 平成 9年 4月 2日生～平成 10年 4月 1日生 ８９２名 

翌年 

4月 1日 

３３５名 

年齢満１８年以上の選挙権 

(投票資格者)を有する者 


